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北九州市告示第３４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和４年７月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  石田グリーンタウン町内会 

２ 代表者の変更 

変更年月日 
変更前

後の別 
代表者の氏名 代表者の住所 

－ 
変更前 平野二三美 北九州市小倉南区横代北町五

丁目２番１８号 

平成２４年４

月１日 

変更後 浦部隆義 北九州市小倉南区横代北町五

丁目５番２５号 

令和３年４月

２５日 

変更後 木戸智積 北九州市小倉南区横代北町五

丁目１２番１９号 
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北九州市公告第５０８号

 令和４年８月２０日に実施する北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理審

議会委員の選挙に係る選挙人名簿について、異議の申出がなかったので、土地

区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２２条第１項の規定により公

告する。

 また、同条第４項に規定する選挙すべき委員の数及び北九州広域都市計画事

業折尾土地区画整理事業施行規程（平成１８年北九州市条例第５０号）第１１

条第２項に規定する予備委員の数を次のとおり定めたので、同令第２２条第４

項の規定により、併せて公告する。

  令和４年７月２８日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数 ７人

２ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数 １人

３ 宅地の所有者が選挙すべき予備委員の数 ３人

４ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき予備委員の数 １人
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北九州市公告第５０９号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、随意契約の相手方

を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公

告する。 

    令和４年７月２８日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    ペットボトル収集用指定袋 １３１万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  契約の相手方を決定した日   

    令和４年７月１４日 

４  契約の相手方の名称及び住所   

    株式会社テライ 

大阪市東淀川区上新庄一丁目２番７号 

５  契約金額   

    １，２４２万５，６００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    随意契約 

７  随意契約の理由         

    地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５

号に該当するため 
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